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企業主導型保育事業 

（運営費及び施設利用給付費）助成決定事業者 様  

 

２０２０年度 企業主導型保育事業（運営費及び施設利用給付費） 

事業変更申請及び定員・賃借料加算変更申請のご案内について  

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

２０２０年度企業主導型保育事業（運営費及び施設利用給付費）助成決定を受けている事業者

を対象に、事業変更申請及び定員・賃借料加算変更申請の受付を下記のとおり実施いたします。

申請にあたっては、下記の内容をご確認いただき円滑な事務手続きについてご協力をお願いいた

します。 

 

記 

 

１、事業変更申請 

「事業変更申請」は、前年度と事業内容の変更を行う場合に行います。この申請を行うことで加

算項目の変更等が可能です。原則として以下の期間内に一度に限り申請可能なお手続きとなる

ため、計画的な施設運営をお願いいたします。 

 

 ①対象事業者 ２０１９年度企業主導型保育事業（運営費及び施設利用給付費）助成 

          決定事業者のうち、２０２０年度より保育施設の事業内容を変更して 

          運営する事業者 

 

 ②申請期間  ２０２０年６月８日（月）～９月３０日（水）  

 

 ③申請方法  別紙１「事業変更申請の手続き」参照 

 

 ④昨年度からの変更点 

          ・まず始めに、電子申請システムの備考欄に変更希望箇所を記載の上、一 

           度ご申請をお願いいたします。（今年度は、事業変更申請の作成ボタン 

           をクリックすると、備考欄以外全てロックがかかった状態で画面が表示 

           されます。）いただいた備考欄の内容を当協会で確認し、該当箇所の 

           ロックを解除してお戻しいたしますので、変更内容を入力した後に再度 

           ご申請ください。 

        [備考欄記載例] 

        変更希望は、下記の２ヶ所です。 

        ・延長保育加算の追加 ・病児保育加算の追加 病児対応型（添付書類あり） 

２ ０ ０ ５ － ０ ０ ６ 

２ ０ ２ ０ 年 ５ 月 ２ ９ 日 

２０２０年１０月７日改訂 

児 童 育 成 協 会 



2 

 

 

   ⑤留意事項 ・「事業変更申請」は、２０１９年度にご申請いただいた事業内容に以下 

       の変更がある場合に行う手続きです。加算項目等の変更の他にも既存の 

           入力内容に変更がある場合には、併せて最新の情報にご修正ください。 

          ・「週開所日数」及び「開所時間」の変更は、月次報告でも変更が可能 

           ですが、その場合は毎月修正を行う必要があります。 

          ※総定員の増員及び賃借料加算（月額）の変更につきましては、定員・賃 

           借料加算変更申請をご申請ください。 

 

     【手続きが必要な変更内容】…提出書類は「運営費主要提出書類チェックリスト」参照 

     ・企業規模判定（大企業/中小企業）  ・運営方法（自主運営/業務委託） 

     ・食事の提供方法（自園調理/外部搬入）・開所時間* ・週開所日数* 

     ・延長保育加算 ・夜間保育加算    ・非正規労働者受入推進加算 

     ・病児保育加算 ・預かりサービス加算  

     ・連携推進加算 ・保育補助者雇上強化加算 ・防犯・安全対策強化加算** 

     ・処遇改善加算 ・運営支援システム導入加算** 

     *開所時間・週開所日数は、月次報告でも変更可能です。 

     **防犯・安全対策強化加算及び運営支援システム導入加算は、年度・完了 

           報告での申請も可能です。 

  ＜申請の流れ＞ 

事業者         当協会            事業者          当協会 

 

※病児保育加算や預かりサービス加算（一般型）の追加等であって、建物の図面に変更及び工事 

 の必要がある場合は下記の通り 

事業者          当協会            事業者            当協会 

 

 

２、定員・賃借料加算変更申請（総定員数及び賃借料加算の変更） 

  「定員変更申請」のうち総定員数の変更申請は、恒常的な保育需要の変化により、企業主導 

  型保育施設の定員の見直しが必要となった場合に職員配置及び設備基準が満たされているこ 

  とを条件に増員を行うことが可能です。なお、一度増やした定員を減らすことはできません 

  ので、事業計画を立ててご申請いただくようにお願いいたします。特に、定員１９人以下か 

  ら２０人以上に変更する場合は、設備基準等が変わります。要綱及び関係法令をご確認くだ 

  さい。また、事業類型３（空き定員）は、施設の空き定員部分の活用が前提であることか 

  ら、原則として定員増の承認は行っていません。賃借料加算の変更申請は、総定員数の変更 

  に伴うものや、新たに賃借を行う等の場合に申請が可能です。 

変更希望箇所を 

備考欄に入力し

て申請 

変更希望箇所のロック 

を解除してお戻し 

変更内容を入力し 

再度申請 
審査  承認 

変更希望箇所を 

備考欄に入力して申請 

（変更予定の図面・理

由書を添付） 

審査 

図面審査完了 

変更希望箇所のロッ

クを解除してお戻し 

変更内容を入力 

自治体へ変更届を提出し、

写しを添付して再申請 

審査  承認 
工

事 
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  ①対象事業者 ２０２０年度より保育施設の総定員数及び賃借料加算を変更する事業者 

 

 ②申請期間  ２０２０年６月８日（月）～２０２０年１１月３０日（月） 

      

 ③申請方法  別紙２「定員・賃借料加算変更申請の手続き」参照 

 

 ④昨年度からの変更点 

          ・申請は２段階で行います。初回申請は変更予定の建物の図面をご添付いた 

           だき、図面審査が完了しましたら自治体へ変更届をご提出ください。変更届 

           の写しを添付して再申請を行っていただき、審査を経て定員・賃借料加算変 

           更申請が承認されます。総定員数の変更を行う場合は承認後、実際に児童の 

           預かりを開始することが可能となります。 

          ・７月末までに定員を変更される保育施設につきましては、総定員の変更申請 

           とは別に下記メールアドレスにご連絡ください。なお、その場合にも保育室 

           等各部屋の面積基準や職員配置基準等を満たしていることが前提となります。 

           メールアドレス：shinsa@kodomono-shiro.jp 
           【件名】定員変更申請を希望 

            ・設置法人名  ・保育施設名  ・変更希望年月日 

            

  ⑤留意事項  ・総定員の範囲内であれば年齢区分別の定員変更の手続きは不要です。 

          ・申請から承認（却下）までの標準事務処理期間として、「各月１０日までに 

           申請」した場合は申請月の翌月末を想定しています。ただし、申請内容に 

           よっては時間がかかることもございますので、ご了承ください。 

  ＜申請の流れ＞ 

 事業者       当協会      事業者        当協会 

     

●「事業変更申請」及び「定員・賃借料加算変更申請」承認後、「月次報告再申請」のお手続きが必 

 要です。「事業変更申請」及び「定員・賃借料加算変更申請」が承認されるまでは「月次報 

 告」では、加算事業の変更分や増加定員分が算定上、反映されません。「月次報告再申請」は 

 承認後に遡及して助成を受ける際に必須の手続きとなっておりますので、必ず行っていただく 

 ようにお願いいたします。月次報告再申請の詳細については、追ってご案内いたします。 

以上 

   

    

【お問い合わせ】 

 公益財団法人児童育成協会 企業主導型保育事業本部 審査部 

  電話       ０３－５３５７－１１３９ （９：４５～１７：１５） 

  お問い合わせフォーム h ps://www.kigyounaihoiku.jp/contact 

変更予定の図

面・理由書を

添付して申請 

増員した児

童の預かり

開始 

自治体へ変更届を

提出し、写しを添

付して再申請 

審査 

図面審査

完了 

審査  承認 
工

事 

１１月３０日まで 
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（別紙１） 事業変更申請の手続き 

 

 

 

 

「法人」「担当者」欄の変更

が必要な場合は電子申請メ

ニューの「企業情報変更申

請」から修正する（入力画面

への反映には時間がかかりま

す。企業情報の入力・登録の

際はご注意ください。） 

設置届と同じ名称を入力  

この項目は企業ID登録の際に入力した

担当者が表示されます 

建物名や階数表示など、省略せず入力 

公表時に公開可能な連絡先を入力 
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法人の「登記事項証明書」をご確認の

上、法人設立年月日をご入力くださ

い。 

（１）新たに設置 

（２）定員増 

（３）空き定員 

※空き定員は、従業員の児童のみを対

象としていた事業所内保育施設の空き

定員を他の企業が使う場合が対象 

設置企業の日本標準産業分類による

「小区分番号」を入力 

https://www.soumu.go.jp/

toukei_toukatsu/index/seido/

sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

①～④の項目の入力によって、事業者

が中小企業であるか否かが判定される 

２箇月を超えて使用される従業員など

労働基準法第２０条の規定に基づく

「予め解雇の予告を必要とする者」の

人数を記入（保育施設の従業員含む） 

設置企業の最長就業時間を記入（24時

間制の場合は「0：00～24：00」とな

ります） 

法人の「貸借対照表」「損益決算書」

の添付が必要。添付書類と値を一致さ

せること（新設法人で実績のない部分

については「０」としてください） 



3 

 

 

 

 

各施設に割り振られた「直近の助成決

定番号」を入力（運営費・整備費を問

いません） 

受託の場合は受託年月日 

「共同設置」は、共同で出資して施設

を設置し運営することを指す（共同設

置契約を締結した事業者名をご記載く

ださい。契約書の添付をお願いしま

す） 

「共同利用」は、連携企業を募り、共

同で保育施設を利用することを指す

（共同利用企業は、共同利用契約を締

結（仮契約・覚書含）した分のみご記

載ください。契約書等の添付をお願い

します） 

※契約に至っていない場合でも上段②

で「共同利用」の選択は可能 

『自主運営』『業務委託』 

どちらか一方を選択 

『駅等近接型』 

『住宅地型』 

『工業団地・商業団地型』 

『大型施設型』 

『病院・介護施設・学校内設置型』 

『事業所内設置型』 

『その他』 

いずれか１つを選択 

児童福祉法第５９条の２第１項（以降設置

届）または第２項（以降変更届）に基づき

都道府県に届け出た書類と一致させる。 

基本開所時間が8：00～19：00で、前後1時

間の延長保育を行っている場合は「7：00

～20：00」（企業や地域のニーズをとら

え、運営可能な時間を設定してください） 
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「2歳児以上の児童を保育する部屋」

という意（2歳児以上を預かる際の床

面積の計算に該当する部分です） 

児童の静養または隔離の機能を持つ観

察室または安静室を指す 

「各保育室とは別に設置する部屋」と

いう意（床面積は定員数の上限に反映

されません） 

保育施設の専有となる部分を指す 

「建築関連資料集」を参考に入力 

満２歳以下の児童の食事の外部搬入

は、①及び②を満たすことが必要 

①搬入事業者：設置事業者、または関

連事業者（資本関係がある等） 

②調理場所：企業主導型保育施設、小

規模保育事業を実施する施設、事業所

内保育事業を実施する施設、社会福祉

施設または医療機関等。それが難しい

場合には学校給食法第3条第2項に規定

する義務教育諸学校又は同法第6条に

規定する共同調理場 

複合施設などの廊下などの共有部分を

按分した場合の床面積（併せて按分根

拠となる計算式をご添付ください） 

【定員20人以上の場合は以下２点を確認】 

・ほふくをする0,1歳児が1人もいない場合 

・0,1歳児全員がほふくに移行した場合 

【定員19人以下の場合は以下を確認】 

・2歳児未満の受け入れ上限 

設置届（変更届）の開所時間内で１１

時間、または１３時間開所になるよう

入力。１１時間未満開所の場合は、実

際の開所時間を入力 

設置届（変更届）と一致させる（週7

日開所の場合は年中無休の運営とな

り、年末年始を含む祝日も開所する必

要があります。企業や地域のニーズを

とらえ、実質運営可能な曜日を設定し

てください） 
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様式第１-１号の支出欄合計が自動入

力される 

様式第１-２号の情報をもとに自動計

算される 

様式第１-２号入力後、支出項目入力

を行った後に収支の合計を一致させる

（一致しない場合は『収入欄』の「収

入超過調整」「企業自己負担相当分」

にて調整してください） 

現在までの状況や今後の予定をご入力

ください。 
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〔「０歳児数/３人（小数点2桁以下切

り捨て、以下同じ）」+「１・２歳児

数/６人」+「３歳児数/２０人」+「４

歳以上児数/３０人」+１人〕（小数点

１桁四捨五入）で計算 

※毎月の月次報告等では児童数から自

動計算される 

※基本分の保育従事者のみで計算する 

定員の変更が必要な場合は、「定員変

更申請（原則定員増のみ）」を行って

ください。（遡及変更も可能です） 

従業員枠（自社+共同利用）を入力し

てください。 

※定員数の５０％以上とする必要があ

ります。 

企業主導型保育事業助成要領第１の２

の（２）の②のアイウの合計人数を 

入力（３月までの見込みの人数を入力

してください） 

在籍児童数のうち、従業員枠を利用し

ている児童の人数をご入力ください。 
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具体的な計画に基づき加算申請する

（年度途中の加算事業の追加はできま

せん） 

※防犯・安全対策強化加算・運営支援

システム導入加算は除く 

週40時間以上になるように設定 

資格証の添付が必要（事業開始が申請

時より先の場合、実施月の月次報告ま

でには各資格証明書のご添付をお願い

します） 

週40時間以上になるように設定 

週40時間以上になるように設定 

資格証の添付が必要（事業開始が申請

時より先の場合、実施月の月次報告ま

でには各資格証明書のご添付をお願い

します） 

資格証の添付が必要（事業開始が申請

時より先の場合、実施月の月次報告ま

でには各資格証明書のご添付をお願い

します） 
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資格証の添付が必要（事業開始が申請

時より先の場合、実施月の月次報告ま

でには各資格証明書のご添付をお願い

します） 

事業変更申請では変更できませんの

で、賃借料の変更が必要な場合は、

「定員・賃借料加算変更申請」を行っ

てください。詳細はP14～16参照（遡

及変更も可能です） 

本加算は、保育補助者の配置以外にも

職員の勤務環境改善に取り組んでいる

ことが助成の条件となる。 

助成要領及び「令和元年度助成申請、

運営にあたっての留意事項」７８参照 

週40時間以上になるように設定してく

ださい。 
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手当の名称を入力 

手当の名称を入力 

手当の名称を入力 

「その他」を選択した場合に具体的な

処遇改善方法を入力 

月額に換算した場合の金額をご入力く

ださい（処遇改善加算Ⅰに限り、実際

のお支払いは毎月のお支払いでなくて

も構いません） 
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「次へ」をクリックすると、入力内容の確認画面に移

行します。確認後、最下段の「申請を行う」をクリッ

クすることで申請作業は終了となります。 

下記の「申込完了画面」が表示されたことをお確かめ

ください。 

画面にアラートが表示される場合は、必須事項入力の

不備等が考えられます。再入力後、改めて「次へ」を

クリックしてください。 

変更希望箇所を入力してください。 

[備考欄記載例] 

変更希望は、下記の２ヶ所です。 

・延長保育加算の追加 

・病児対応型追加のため、平面図・ 

保育士証・看護師証を添付 

 

上記の他、申請に際して補足が必要な

場合や、審査中における審査担当者へ

のコメントなどにご活用ください。 

「運営費・施設利用給付費主要提出書

類チェックリスト」にて必要書類を確

認すること（添付書類名は手入力も可

能です） 

見積書（写）など金額が分かる資料の

他、保育業務支援システム等導入実施

計画書も添付してください。 
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（別紙２） 定員・賃借料加算変更申請の手続き 

 

１、必要書類  

「（運営費）定員・賃借料加算変更申請作成・編集」の添付欄に、次の書類をアップロードしてください。 

 

＜総定員を変更する場合＞ 

初回申請時に必要な書類 

（１）定員増員の理由書（様式任意） 

恒常的な保育需要の変化など定員の変更が必要となる理由を記載した理由書を提出願います。 

理由書には、法人名・住所・保育施設名・書類作成日・定員数の変更月日・変更前後の定員数 

を記載し、法人印の捺印をお願いします。 

（２）建築関係の書類  

 ○工事を行う又は新たに部屋を借りる場合 

①平面図、立面図、配置図 

 ※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの、工事を行う場合は既存及び計画図

面 

 ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

  （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 

②対象となる部屋の写真（４面） 

 ※工事後の写真の提出を必須としていますが、状況によっては工事前の写真を求める場合があり

ます。 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１（適宜）、同チェックシート２（必須） 

その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適宜

提出書類を求める場合があります。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提となります。 
 

 ○工事を行わない場合  

①平面図（必須）、立面図及び配置図（適宜）  

※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの 

  ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

   （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 

②対象となる部屋の写真（４面） 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１、同チェックシート２（必須） 

  その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適宜 

    提出書類を求める場合があります。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提となります。 
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図面審査完了後の申請時に必要な書類 

 定員の変更を証する書類（次のア・イ・ウのいずれか）  

ア 児童福祉法第５９条の２第２項に基づき都道府県に届け出た書類 

 （都道府県が定員変更の届出を受け付けている場合）  

イ 都道府県に提出している運営状況報告（変更後の定員の記載があるもの）  

ウ 上記のいずれの書類もない場合にはその旨を記載した理由書（様式は（１）を参照） 

 （「都道府県が受け付けていない」「次回の運営状況報告で定員の変更を行う」等）  

※ウの場合は、次回の運営状況報告（児童福祉法第５９条の２の５）を都道府県等に  

 提出した後に、運営費の月次報告にその写しをアップロードしてください。 

 

＜賃借料加算（月額）を変更する場合＞ 

（１）賃借料変更の理由書（様式任意） 

新に保育室を追加で借りるなど賃借料の変更が必要となる理由を記載した理由書を提出願いま

す。理由書には、法人名・住所・保育施設名・書類作成日・賃借料の変更月日・変更前後の賃借

料を記載し、法人印の捺印をお願いします。 

（２）賃借料の変更を証する書類（賃貸借契約書等） 

（３）建築関係の書類（新たに部屋を借りた場合等） 

 ○児童が使用する場合（保育室等） 

①平面図、立面図、配置図 

 ※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの、工事を行う場合は既存及び計画

図面 

 ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

  （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 

②対象となる部屋の写真（４面） 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１（適宜）、同チェックシート２（必須） 

その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適 

宜提出書類を求める場合がございます。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提とな 

ります。 
 

 ○児童が使用しない場合（事務室等） 

  ①平面図 

   ※部屋の用途、乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

    （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 
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「法人」「事業所」「保育施設」

「担当者」などは自動入力（修正

はできません） 

申請年度になっていることを確認 

ログイン後、メニューから「定員

変更申請（運営費）」を選択。 

２、定員・賃借料加算変更申請手続き方法 

定員・賃借料加算変更申請（運営費） 

 （運営費）定員・賃借料加算変更申請作成・編集 
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事業類型３（空き定員）は、施設

の空き定員部分の活用が前提であ

ることから、原則として定員増の

承認は行っていません。 

定員変更の開始月を半角数字で入

力（1～12） 

各年齢ごとの新定員数を半角数字

で入力 

新定員に対する「従業員枠」を入

力（定員数の５０％以上になるよ

うに入力してください）。 

事業類型２（定員増）の場合は

「増加定員数」を入力する（事業

類型２の「増加分」は、今回の定

員増分のみではなく、過去申請分

の定員増と合算した値を入力して

ください。 

 

賃貸借契約書の添付が必要です

（加算の対象となるのは保育施設

部分の賃借料のみで、駐車場代や

共益費などは含みません） 

※税込みでご入力ください。 
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「次へ」をクリックすると、入力

内容の確認画面に移行。確認後、

最下段の「申請を行う」をクリッ

クすることで申請作業は終了（画

面にアラートが表示される場合

は、必須事項入力の不備等が考え

られます。再入力後、改めて「次

へ」をクリックしてください）。 

【添付書類】 

＜総定員を変更する場合＞ 

初回申請時に必要な書類 

（１）定員増員の理由書（様式任意） 

恒常的な保育需要の変化など定員の変更が必要となる理由を記載した理由書を提出願います。 

理由書には、法人名・住所・保育施設名・書類作成日・定員数の変更月日・変更前後の定員数 

を記載し、法人印の捺印をお願いします。 

（２）建築関係の書類  

 ○工事を行う又は新たに部屋を借りる場合 
①平面図、立面図、配置図 
 ※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの、工事を行う場合は既存及び計画図面 

 ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

  （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 
②対象となる部屋の写真（４面） 

 ※工事後の写真の提出を必須としていますが、状況によっては工事前の写真を求める場合があります。 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１（適宜）、同チェックシート２（必須） 
  その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適宜 

  提出書類を求める場合があります。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提となります。 
 

 ○工事を行わない場合  
①平面図（必須）、立面図及び配置図（適宜）  

※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの 

  ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

   （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 
②対象となる部屋の写真（４面） 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１、同チェックシート２（必須） 

  その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適宜 

      提出書類を求める場合があります。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提となります。 

図面審査完了後の申請時に必要な書類 

 定員の変更を証する書類（次のア・イ・ウのいずれか）  

ア 児童福祉法第５９条の２第２項に基づき都道府県に届け出た書類 

 （都道府県が定員変更の届出を受け付けている場合）  

イ 都道府県に提出している運営状況報告（変更後の定員の記載があるもの）  

ウ 上記のいずれの書類もない場合にはその旨を記載した理由書（様式は（１）を参照） 

 （「都道府県が受け付けていない」「次回の運営状況報告で定員の変更を行う」等）  

※ウの場合は、次回の運営状況報告（児童福祉法第５９条の２の５）を都道府県等に  

 提出した後に、運営費の月次報告にその写しをアップロードしてください。 

＜賃借料加算（月額）を変更する場合＞ 

（１）賃借料変更の理由書（様式任意） 

新に保育室を追加で借りるなど賃借料の変更が必要となる理由を記載した理由書を提出願います。 

理由書には、法人名・住所・保育施設名・書類作成日・賃借料の変更月日・変更前後の賃借料を記載し、 

法人印の捺印をお願いします。 

（２）賃借料の変更を証する書類（賃貸借契約書等） 

（３）建築関係の書類（新たに部屋を借りた場合等） 

  ○児童が使用する場合（保育室等） 
①平面図、立面図、配置図 
 ※避難ルートや採光換気関連など法令関連が整理されたもの、工事を行う場合は既存及び計画図面 

 ※平面図には乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

  （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 
②対象となる部屋の写真（４面） 

③既存部分を含めた有効面積算定図・算定表 

④建築整備内容の法令・基準チェックシート１（適宜）、同チェックシート２（必須） 
その他、状況調査確認事項チェックシート、求積図、法規確認資料など他にも必要に応じ適 

宜提出書類を求める場合がございます。尚、既存建物が建築基準法に適合している前提とな 

ります。 
  ○児童が使用しない場合（事務室等） 

    ①平面図 

     ※部屋の用途、乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積、及び必要面積 

      （□歳児△人×〇.〇㎡=〇〇㎡）の記載をお願いします。 


